
○
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
八
十
二
号
） 

新
旧
対
照
条
文
（
抄
） 

（
受
動
喫
煙
防
止
対
策
部
分
抜
粋
） 

（
受
動
喫
煙
の
防
止
） 

第
六
十
八
条
の
二 

事
業
者
は
、
労
働
者
の
受
動
喫
煙
（
室
内
又
は

こ
れ
に
準
ず
る
環
境
に
お
い
て
、
他
人
の
た
ば
こ
の
煙
を
吸
わ
さ

れ
る
こ
と
を
い
う
。
第
七
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

防
止
す
る
た
め
、
当
該
事
業
者
及
び
事
業
場
の
実
情
に
応
じ
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
国
の
援
助
） 

第
七
十
一
条 

国
は
、
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
措
置

の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
資
料
の
提
供
、

作
業
環
境
測
定
及
び
健
康
診
断
の
実
施
の
促
進
、
受
動
喫
煙
の
防

止
の
た
め
の
設
備
の
設
置
の
促
進
、
事
業
場
に
お
け
る
健
康
教
育

等
に
関
す
る
指
導
員
の
確
保
及
び
資
質
の
向
上
の
促
進
そ
の
他
の

必
要
な
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

附
則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

一
～
四
（
略
） 

改
正
後 

 

（
新
設
） 

     

（
国
の
援
助
） 

第
七
十
一
条 

国
は
、
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
に
関
す
る
措

置
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
、
必
要
な
資
料
の
提

供
、
作
業
環
境
測
定
及
び
健
康
診
断
の
実
施
の
促
進
、
事
業
場

に
お
け
る
健
康
教
育
等
に
関
す
る
指
導
員
の
確
保
及
び
資
質
の

向
上
の
促
進
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
新
設
） 

改
正
前 
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